
資料 2018 年度 事務の部署別超過勤務 

徳島大学教職員労働組合 
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特別条項適用人数（平成 30 年度） 
 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

常三島事務部 14  5  7  7  3  3  6  12  9  20  25  30  141  

蔵本事務部 13  7  7  3  4  6  7  5  5  8  13  17  95  

病院 11  7  4  2    3  3  3  5  6  5  8  57  

研究・社会連携部 11  5  1  1      1  1  2  7  10  11  50  

総務部 7  3  2    1  1  4  5  2  3  5  12  45  

学長企画室，地方大学・地域産業

創生事業室 

2  2  3  3  2  2  2  3  3  3  4  3  32  

施設マネジメント部             1    4  1  3  3  12  

学務部 1      1              2  2  6  

学術情報部                 1    1  4  6  

財務部 2  2          1            5  

 

※ 徳島大学の三六協定では、月当たりの労働時間の上限は 45 時間、臨時的にそれを超える場合には上限 75 時

間（特別条項）となっています。  

 


